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「
西
福
寺
文
書
」
年
未
墾
一
旦
一
八
日
付

且
品
時
名
・
久
延
名
作
職
重
書
を
め
ぐ
っ
て
I
l
-
-

寺

下

義

補

論

こ
こ
で
は
、
註
(
却
)
の
「
本
所
方
」
・
註
(
印
)

の
「
領
家
方
L

に
関
連
し
て
、
野
坂
庄
の
上
級
領
主

に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

南
北
朝
時
代
、
野
坂
庄
は
青
蓮
院
門
跡
を
本
所
に

仰
い
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
観
応
二
年
ご
三
五

こ
の
青
蓮
院
門
跡
勤
行
仏
事
注
進
状
(
『
大
正
新

修
大
蔵
経
』
図
像
部
一
二
所
収
「
門
葉
記
」
巻
第
九

O
〈
勤
行
一
〉
)
や
応
安
七
年
ご
三
七
四
)
九
月

日
付
同
門
跡
領
仏
事
用
途
廻
文
(
『
葛
川
明
王
院
史

料
』
(
鵬
制
問
一
粧
院
)
五
七

0
・
『
福
井
県
史
』
資
料

編
2
中
世
所
収
「
明
王
院
文
書
」
二
)
な
ど
に
よ
れ

ば
、
野
坂
庄
か
ら
の
二
貫
三

O
O文
が
道
玄
准
后
忌

日
経
供
養
料
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
青
蓮

院
御
門
跡
領
樹
麟
兼
学
両
人
知
行
所
々
」
の
ひ
と
つ

に
「
越
前
国
野
坂
庄
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
『
天

台
宗
全
書
』
第
一
六
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」
巻
第
五

五
下
〈
御
門
領
〉
)
。
兼
慶
(
円
明
一
房
か
)
の
名
は
、
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編

2
中
世
所
収
「
醍
醐
寺
文

応
安
五
年
(
一
三
七
二
)
七
月
一
三
日
(
『
大
正
新
書
」
九
五
)
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
考
え
る
。

修
大
蔵
経
』
図
像
部
一
二
所
収
「
門
葉
記
」
巻
第
一
野
坂
庄
内
の
嶋
郷
に
は
建
聖
院
領
が
あ
り
、
青
蓮

O
二
〈
入
室
出
家
受
戒
記
三
〉
)
や
永
和
二
年
(
一
院
門
跡
か
ら
三

O
石
が
納
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

三
七
六
)
六
月
七
日
(
『
葛
川
明
王
院
史
料
』
い
た
。
し
か
し
、
「
年
t
無
沙
汰
」
の
た
め
、
文
安

(
個
脳
細
蛤
細
書
)
八
六
)
に
見
え
る
他
、
応
永
七
年
四
年
(
一
四
四
七
)
四
月
二
七
日
、
幕
府
よ
り
滞
納
な

こ

四

O
O
)
・
同
二
七
年
(
一
四
二

O
)
の
二
度
に
き
こ
と
を
命
ず
る
奉
行
人
奉
書
が
寸
青
蓮
院
庁
烏

わ
た
り
、
近
江
田
折
立
関
に
お
け
る
関
賃
徴
収
に
関
小
路
殿
(
鳥
居
小
路
経
桑
か
)
」
宛
に
出
き
れ
て
い

し
て
、
教
泉
一
房
(
坊
)
に
指
示
を
与
え
て
い
る
(
同
る
(
「
建
内
記
」
同
年
四
月
二
九
日
条
。
な
お
、
こ

八
九
・
九
四
、
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
中
世
所
収
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
下
坂
守
「
中
世
門
跡
寺
院
の

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
葛
川
文
書
」
一
・
四
)
。
組
織
と
運
営
」
(
村
井
康
彦
編
『
公
家
と
武
家
|

室
町
時
代
の
初
め
、
野
坂
庄
・
気
比
庄
・
蔚
野
保
そ
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
〈
思
文
閣
出
版
、
一
九
九

で
は
半
済
が
施
行
さ
れ
て
い
た
が
、
応
永
五
年
(
一
五
年
〉
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

三
九
八
)
や
長
禄
二
年
(
一
四
五
八
)
頃
に
停
止
さ
ま
た
、
応
永
三
四
年
(
一
四
二
七
)
二
月
二
二
日

れ
、
門
跡
の
直
務
と
な
っ
て
い
る
(
大
日
本
仏
教
全
に
は
、
野
坂
庄
内
の
山
泉
郷
が
門
跡
よ
り
「
大
夫
上

書
「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
第
二
一
一
)
。
応
永
六
年
座
御
房
(
新
家
大
谷
泰
兼
か
)

L

に
宛
行
わ
れ
て
お

(
一
三
九
九
)
六
月
二
九
日
、
気
比
庄
半
分
が
能
登
り
(
大
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
補
遺

国
々
街
(
職
)
(
同
職
は
、
応
安
三
年
(
一
三
七

O
)

第
二

O
)
、
同
庄
が
青
蓮
院
門
跡
の
管
轄
下
に
あ
っ

六
月
二
五
日
、
門
跡
料
所
と
な
る
(
同
書
第
一
八
)
)
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

の
替
地
と
し
て
「
大
納
言
僧
都
御
房
(
法
輪
院
心
能
さ
て
、
櫛
河
郷
で
は
、
応
安
四
年
(
一
三
七
二

か
)
」
に
宛
行
わ
れ
た
り
(
同
書
補
遺
第
一
八
)
、
一
一
一
月
一
三
日
、
西
福
寺
敷
地
内
に
お
け
る
諸
役
免

長
禄
二
年
(
一
四
五
八
)
、
法
輪
院
(
公
範
)
に
蔚
除
を
伝
え
る
御
教
書
(
「
西
福
寺
文
書
」
五
)
の
発

野
保
の
一
円
知
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
給
者
が
門
跡
関
係
者
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
名
を
明
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ら
か
に
し
得
な
い
(
あ
る
い
は
妙
香
院
慈
済
か
。
註

(
出
)
参
照
)
。
な
お
、
袖
判
(
左
掲
)
の
一
致
に

よ
り
、
こ
の
人
物
は
、
貞
治
二
年
(
一
三
六
三
)
一

二
月
七
日
に
も
木
崎
郷
久
乃
公
団
一
反
を
宮
内
入
道

に
宛
下
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
(
『
敦
賀
郡
古

文
書
』
五

0
・
守
福
井
県
史
』
資
料
編
2
中
世
所
収

京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
古
文
書
室
所
蔵
っ
古
文
書

集
」
六
)
。
ま
た
、
応
永
五
年
(
一
三
九
八
)
一

O

月
、
高
原
庵
、
王
禅
師
(
性
知
)
に
屋
敷
・
団
地
な
ど

を
安
堵
し
て
い
る
泰
遍
は
(
「
西
福
寺
文
書
」
二

五
)
、
応
永
三
年
(
一
三
九
六
)
四
月
二
七
日
、
青

蓮
院
門
、
王
尊
道
が
天
台
座
主
に
就
任
す
る
に
あ
た
っ

て
宣
命
を
、
つ
け
る
際
、
十
楽
院
で
「
御
簾
役
L

を
務

め
た
泰
遍
と
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る

劇!
某
袖

罪

(
「
天
台
座
主
記
」
巻
五
・
大
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
さ
ら
に
門
跡
よ
り
櫛
河
郷
領
家
職
を
恩
給
さ
れ
た

要
略
L

門
主
伝
第
一
八
)
。
泰
遍
は
、
応
永
一
一
年
千
代
若
丸
は
、
応
永
三
三
年
(
一
四
二
六
)
正
月
一

(
一
四

O
四
)
六
月
一
一
目
、
西
福
寺
を
木
崎
郷
長
六
日
、
同
郷
久
乃
四
郎
丸
名
々
主
職
を
西
福
寺
に
寄

丸
名
々
主
職
に
補
任
し
て
い
る
(
「
西
福
寺
文
書
L

進
(
実
質
的
に
は
安
堵
)
し
て
い
る
(
「
西
福
寺
文

三
三
)
。
先
の
御
教
書
発
給
者
や
泰
遍
が
い
か
な
る
書
」
七
九
)
。
千
代
若
丸
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考

権
限
を
も
っ
て
櫛
河
郷
や
木
崎
郷
と
係
わ
っ
て
い
た
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
は
、
青
蓮
院
門
跡

か
定
か
で
は
な
い
が
、
西
福
寺
の
開
創
前
後
、
青
蓮
の
侍
法
師
で
あ
っ
た
与
利
(
法
名
永
派
)
で
は
な
い

院
門
跡
の
支
配
が
在
地
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
疑
か
と
推
測
し
て
い
る
(
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
以
来
、

う

べ

く

も

な

い

。

こ

れ

ま

で

の

史

料

集

は

、

す

べ

て

「

西

福

寺

文

書

L

そ
の
後
、
応
永
一
七
年
三
四
二
U
)

五
月
七
日
、
七
九
の
端
裏
書

櫛
河
郷
は
能
登
国
々
街
職
と
と
も
に
、
安
賀
な
る
者

mu.叫
パ
ベ
ト
，
J
A込
町
え
，
〈
す
す
丸

に
宛
行
わ
れ
て
い
る
(
『
葛
川
明
王
院
史
料
』
を
「
両
利
殿
永
口
寄
進
状
久
乃
四
郎
丸
」
と
読

(
晴
削
捌
粧
静
岡
)
一

O
三
・
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
中
ん
で
い
る
が
、
「
与
利
殿
永
田
寄
進
状
久
乃
四

世
所
収
「
明
王
院
文
書
L

一

二

)

。

郎

丸

」

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

)

。

与

利

は

、

「

満

済

准
后
日
記
L

永
享
四
年
(
一
四
三
二
)
正
月
二
三
日

条
や
『
天
台
宗
全
書
』
第
一
四
巻
所
収
「
華
頂
要

略
」
巻
第
四
一
〈
門
下
伝
坊
官
第
一
二
〉
所
載
応
永
三

四
年
二
四
二
七
)
九
月
五
日
付
青
蓮
院
門
跡
庁
務

坊
(
奉
任
)
下
知
状
(
大
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要

略
L

門
主
伝
補
遺
第
二
一
で
は
、
永
享
元
年
(
一
四

二
九
)
条
に
収
め
る
)
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、

西
福
寺
が
将
軍
家
の
菩
提
所
に
な
る
に
つ
い
て
も
尽

力
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
永
享
二
年
二
四
三

『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
中
世
所
収
「
花
押
・
印
章
一
覧
」

応
安
四
年
一
一
一
月
一
三
日
付
某
袖
判
御
教
書

安;
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O
)
一
一
月
一
五
日
付
浄
鎮
置
文
(
「
西
福
寺
文

(
浄
華
院
玄
教
カ
)

室
田
L

九
二
)
に
は
、
「
本
寺
第
三
長
老
之
俗
縁

持
桝
紘
一
蹴
L

(

案
文
で
は
、
「
与
利
名
也
L

の
箇
所
が

「
与
利
禅
門
也
」
と
な
っ
て
い
る
)
と
記
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
青
蓮
院
門
主
義
快
に
よ
る
西
福
寺
々
領

の
安
堵
な
ど
に
も
係
わ
っ
て
お
り
(
同
九
七
・
九

八
)
、
浄
鎮
と
親
交
の
あ
っ
た
注
目
す
べ
き
人
物
で

あ
る
(
同
一

0
0。
な
お
、
既
刊
の
史
料
集
は
、
同

九
百
円
の
多
拘
・
争
史
、
同
一

O
O
の

激軒、・

-mAい
を
「
永
祐
」
と
読
む
が
、
私
は

「
永
派
」
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
永
派
の
花
押

は
、
先
の
千
代
若
丸
の
花
押
香
亀
と
同
形
と
認

め
ら
れ
る
)
。

西
福
寺
々
領
分
配
目
録
(
同
二
二

O
)
の
「
仁

儀
」
の
項
に
「
郷
々
絵
、
玉
井
公
方
様
」
と
あ
る
が
、

郷
々
の
給
主
と
は
、
前
述
の
泰
兼
・
安
賀
・
千
代
若

丸
な
ど
、
野
坂
庄
内
の
郷
を
恩
給
さ
れ
た
青
蓮
院
門

跡
の
坊
官
や
侍
法
師
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
史
料
が
、
『
天
台
宗
全

書
』
第
一
六
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」
巻
第
五
五
下

〈
御
門
領
〉
所
載
の
「
御
風
燈
用
途
事
」
(
以
下
、

「
風
呂
役
注
文
」
と
略
記
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

粟
田
庄
を
始
め
、
六
一
ヶ
所
の
門
跡
領
(
全
所
領
に

関
す
る
も
の
で
は
な
い
)
に
お
け
る
給
主
や
代
官
が

記
さ
れ
、
六

O
O
文
な
い
し
三

O
O
文
の
風
呂
役
を

一
定
期
日
に
納
め
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ

の
風
呂
役
注
文
に
は
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

尊
応
が
門
主
で
あ
っ
た
文
明
年
間
二
四
六
九
|
一

四
八
七
)
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

ま
ず
、
奄
我
庄
・
大
日
寺
は
「
聖
光
院
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
応
永
三
五
年
(
一
四
二

八
)
正
月
一
九
日
、
峨
熊
野
庄
内
国
実
名
・
商
務
新

本
庄
公
事
な
ど
と
と
も
に
聖
光
院
光
亨
に
恩
給
さ
れ

て
い
る
(
大
日
本
仏
教
全
書
寸
華
頂
要
略
」
門
主
伝

第
二

O
)
。
こ
れ
か
ら
風
呂
役
注
文
は
、
応
永
三
五

年
(
一
四
二
八
)
以
降
の
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
三

方
寺
・
極
楽
寺
は
寸
佐
公
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
佐

公
と
は
、
坊
官
で
あ
っ
た
大
谷
泰
本
の
こ
と
で
あ
る

(
『
天
台
宗
全
書
』
第
一
四
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」

巻
第
四
一
〈
門
下
伝
坊
官
第
二
一
〉
)
。
泰
本
の
初
見

は
、
文
明
四
年
(
一
四
七
二
)
五
月
一
五
日
で
あ
る

が
、
同
六
年
(
一
四
七
四
)
九
月
二
一
日
に
は
「
佐

公
泰
本
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
一
六
年
(
一
四

八
四
)
一
二
月
二
六
・
二
七
日
に
は
「
伊
予
法
橋
泰

本
」
、
長
享
一
元
年
(
一
四
八
七
)
閏
一
一
月
二
八
日

に
は
「
伊
予
法
橋
」
、
同
二
年
こ
四
八
八
)
八
月

二
五
日
に
は
「
泰
本
」
、
明
応
元
年
(
一
四
九
二
)

八
月
二
八
日
に
は
「
伊
予
法
橋
泰
本
」
、
同
六
年

(
一
四
九
七
)
一
二
月
二
九
日
に
は
「
青
蓮
院
坊
官

泰
本
法
眼
」
・
「
伊
予
法
眼
」
と
記
さ
れ
て
い
る

(
以
上
、
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
部
一
二
所
収

「
門
葉
記
」
巻
第
二
ハ
九
〈
勤
行
法
補
四
・
六
観
音
合

行
〉
・
大
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
第

一
コ
一
)
。
さ
ら
に
文
亀
元
年
(
一
五

O
二
四
月
一

六
日
付
青
蓮
院
尊
応
法
親
王
令
旨
(
『
福
井
県
史
』

資
料
編
2
中
世
所
収
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
寸
足
利

時
代
古
文
書
」
一
一
)
の
包
紙
ウ
ワ
書
に
は
「
法
眼
泰

本
奉
」
と
あ
り
、
文
明
一
六
年
ご
四
八
四
)
以
降
、

「
佐
公
」
の
名
は
確
認
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

風
呂
役
注
文
は
、
文
明
六
年
(
一
四
七
四
)
前
後
か

ら
同
一
六
年
(
一
四
八
四
)
頃
ま
で
の
青
蓮
院
門
跡

の
院
家
・
坊
官
・
侍
法
師
な
ど
を
-
記
載
し
た
史
料
と

判
断
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
の
も
と
に
、
敦
賀
郡
の
み

の
給
主
や
代
官
の
実
名
、
あ
る
い
は
法
名
を
比
定
し

た
も
の
が
、
表
四
で
あ
る
。

気
比
庄
は
、
こ
れ
以
前
、
能
登
国
々
街
職
の
替
地

と
し
て
、
そ
の
半
分
が
「
大
納
言
僧
都
御
房
一
」
に
宛

行
わ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
風
呂

役
注
文
で
は
、
「
安
居
院
」
が
給
主
と
し
て
記
さ
れ
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「御風櫨用途事」に見える敦賀郡の給主・代官

月 日 給地 負担額 給主・代官 実名・法名

① 1月7日 葉原保 600文 尊勝院 光(公)什

② 野坂郷 「給主」祐阿 祐阿弥佑仏

2月

③ 3月5日 木崎郷 600文 帥法印 泰嘉

④ 4月11日 金山郷 600文 照泉院 応縁

⑤ 5月11日 気比庄 600文 安居院 澄光

⑥ 山 泉 郷 治部卿法眼 泰温

6月

7月

8月

⑦ 9月5日 商野保 600文

⑧ 23日 砂 流 郷 600文 帥法印 泰莞

⑨ 10月23日 山鳥 類F 600文 「御代官」庁 経柔

⑮ 11月5日 沓見郷 600文 侍従法眼 泰雄

⑪ 12月5日 櫛川郷 600文 下野 莞珍

⑫ 新御所侍職※ 600文 宮内卿上座 興尋

表vm

寺
下

是
時
名
と
散
回
同

※ 新御所侍職が敦賀郡内の所領であることの徴証は、大日本仏教全書「華頂要略」門主伝第22

所載年欠(応永 5 年 (1398) か)閏 4 月 27 日付道義書状による。『葛川明王院史料~(車場盟主院)
たかの

346・714・715・780なども新御所侍職の関連史料と見られる。なお、敦賀市井川・高野・谷
なか

口・中には「新御所」の地籍がある。

て
い
る
。
『
天
台

宗
全
書
』
第
一
巻

所
収
寸
華
頂
要

略
L

巻

第

三

四

〈
門
下
伝
諸
院
家

第
一

v

に
も
、
安

居
院
の
寺
領
と
し

て
「
越
前
気
比

庄
」
が
記
さ
れ
て

いヲ@。蔚
野
保
に
つ
い

て
は
、
い
か
な
る

理
由
に
よ
る
も
の

か
、
給
、
王
・
代
官
、

い
ず
れ
の
記
載
も

な
い
。
し
か
し
、

康
正
三
年
こ
四

五
七
)
八
月
日
付

法
輪
院
雑
掌
申
状

(
「
醍
醐
寺
文
書
」

九
二
)
に
よ
れ
ば
、

同
保
は
、
青
蓮
院

門
主
義
円
(
の
ち

の
将
軍
足
利
義
教
)
が
法
輪
院
心
明
に
宛
行
っ
た
も

の
で
あ
り
、
心
勝
・
公
範
に
至
る
ま
で
三
代
、
知
行

に
相
違
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
享
徳
二

年
(
一
四
五
三
)
頃
、
「
形
部
卿
」
な
る
者
が
申
し

掠
め
、
尊
応
の
令
旨
に
よ
り
、
義
円
に
よ
る
先
の
安

堵
を
侵
害
せ
し
め
た
と
訴
え
て
い
る
。
刑
部
卿
と
言

え
ば
、
大
谷
家
庶
流
の
筋
野
家
が
弱
野
庄
(
保
)
の

「
御
代
官
職
」
に
あ
り
、
泰
讃
以
来
泰
延
に
至
る
ま

で
寸
刑
部
卿
L

を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ

る
(
『
天
台
宗
全
書
』
第
一
四
巻
所
収
「
華
頂
要

略
」
巻
第
四
一
〈
門
下
伝
坊
宮
第
三
・
九
〉
)
。
法

輪
院
雑
掌
の
主
張
は
、
あ
る
い
は
法
輪
院
と
蔚
野
家

と
の
確
執
を
物
語
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ

れ
、
法
輪
院
の
愁
訴
は
受
け
容
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ

り
、
翌
長
禄
二
年
(
一
四
五
八
)
、
蔚
野
保
の
半
済

が
停
止
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
一
円
知
行
が
安
堵
さ
れ

た
り
(
前
述
)
、
同
保
内
の
気
比
社
反
銭
に
関
し
て
、

執
当
の
絡
を
止
め
、
法
輪
院
が
給
主
と
し
て
執
沙
汰

す
べ
き
こ
と
な
ど
が
命
ぜ
ら
れ
た
り
し
て
い
る

(
「
醍
醐
寺
文
書
」
二
二

O
)
。
一
方
、
「
御
代
官

職
し
を
代
々
所
持
し
て
い
た
と
い
う
商
野
家
が
、
務

野
保
と
い
か
に
係
わ
っ
て
い
た
の
か
具
体
的
に
示
す

徴
証
は
確
認
で
き
な
い
が
、
実
際
に
貢
租
徴
納
の
実
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務
に
携
わ
っ
た
代
官
と
し
て
、
洞
昌
寺
弘
賢
(
同
九

0
・
九
二
や
承
慶
(
同
一

O
三
・
一
二
六
・
二
二

二
・
一
三
六
)
が
い
た
。
風
呂
役
注
文
で
は
、
蔚
野

保
の
負
担
分
を
六

O
O
文
と
す
る
が
、
寛
正
三
年

(
一
四
六
二
)
一
二
月
二
一
日
付
同
保
年
貢
算
用
状

〔
同
一
二
六
)
で
は
、
三

O
O
文
の
「
御
風
呂
佼
」

が
差
し
引
か
れ
て
い
る
(
半
済
の
た
め
か
)
。
承
慶

ら
代
官
は
、
三

O
O
文
な
い
し
六

O
O
文
の
風
巴
役

を
門
跡
に
直
納
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

蔚
野
保
に
は
、
西
福
寺
が
名
、
王
職
を
所
持
し
た
守

弘
名
(
「
西
福
寺
文
書
L

八
0
・
八
一
・
八
九
・
九

二
・
一
三

O
)
や
時
安
名
(
同
一
四
六
)
の
他
、
案

主
名
(
『
敦
賀
郡
古
文
書
』
五
六
l
『
敦
賀
市
史
』

史
料
編
第
三
巻
所
収
「
西
福
寺
文
書
」
二
ハ
、
「
西

福
寺
文
書
L

八
六
・
一

O
一
一
)
や
為
正
名
な
ど
が
存

在
し
て
い
た
。
為
正
名
の
半
分
は
、
無
量
寿
院
ら
の

相
伝
知
行
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
(
『
福
井
県

史
』
資
料
編

2
中
世
所
収
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

寸
足
利
時
代
古
文
書
」
て
『
葛
川
明
王
院
史
料
』

(
胸
間
一
粧
院
)
五

O
七
・
『
福
井
県
史
』
資
料
編
2
中

世
所
収
「
明
王
院
文
書
L

五
)
、
残
り
の
半
分
は

「
長
谷
殿
」
が
所
持
し
て
い
た
。
年
欠
一
一
月
一
六

日
付
疋
壇
享
存
書
状
(
「
西
福
寺
文
書
」
一
四

O
)

に
は
、
「
此
為
正
名
半
名
ハ
長
谷
殿
持
候
、
年
貢
略
」
巻
第
五
二
〈
門
下
伝
門
室
諸
役
名
次
第
〉
・
大

(

無

抄

汰

)

(

抄

紘

)

ふ
き
た
な
く
さ
た
、
此
在
所
六
名
年
貢
く
わ
ん
ほ
う
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
第
二
二
)
。

候
之
問
、
い
つ
れ
を
き
た
候
、
こ
と
に
/
『
¥
ほ
ん
所
経
柔
は
、
庁
務
就
任
の
前
年
、
元
慶
寺
・
二
子
塚
・

の
御
代
官
二
三
名
持
候
内
よ
り
も
、
本
ち
ゃ
う
の
こ
体
光
寺
・
十
六
条
郷
を
相
伝
し
(
旧
思
領
の
富
永

と
く
さ
た
候
」
と
あ
る
。
「
長
谷
殿
」
は
、
宝
徳
四
庄
・
小
泉
庄
は
、
暫
時
、
経
厚
に
割
分
)
、
職
務
給

年
(
一
四
五
二
)
七
月
日
付
浄
鎮
置
文
(
「
西
福
寺
と
し
て
東
山
境
内
馬
小
路
の
地
子
知
行
が
認
め
ら
れ
、

文
書
」
一
二
二
や
年
月
日
未
詳
蔚
野
保
年
貢
算
用
門
跡
料
所
の
上
泉
庄
・
吉
岡
庄
・
長
原
保
な
ど
の
代

状
(
「
醍
醐
寺
文
書
」
二
二
三
)
な
ど
に
見
え
る
が
、
官
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
(
大
日
本
仏
教
全
童
日
「
華

長
谷
(
敦
賀
市
長
谷
)
を
本
貫
地
と
す
る
在
地
小
領
頂
要
略
」
門
主
伝
第
二
一
己
。
風
呂
役
注
文
は
、
こ

主
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
為
正
半
れ
ら
経
柔
の
恩
領
知
行
や
料
所
執
沙
汰
を
裏
付
け
て

名
は
、
い
か
な
る
経
緯
に
よ
る
も
の
か
、
の
ち
、
西
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
先
に
ふ
れ
た
嶋
郷
の
建
聖

福
寺
が
所
持
す
る
に
至
っ
て
い
る
(
「
西
福
寺
文
院
領
に
関
す
る
幕
府
奉
行
人
奉
書
が
「
青
連
院
庁
」

書

」

一

一

一

一

六

)

。

に

宛

て

ら

れ

て

い

る

の

も

、

庁

務

担

当

者

が

同

郷

の

嶋
郷
に
つ
い
て
は
、
「
御
代
官
庁
」
と
記
さ
れ
て
代
官
と
し
て
三

O
石
を
納
入
す
る
責
務
を
最
終
的
に

い
る
。
「
庁
」
は
、
嶋
郷
の
他
、
一
万
慶
寺
・
上
泉
負
っ
て
い
た
か
ら
と
推
察
さ
れ
る
。

庄
・
小
泉
庄
の
風
呂
役
を
負
担
し
て
い
た
。
文
明
六
木
崎
郷
・
砂
流
郷
に
見
え
る
「
帥
法
印
」
を
泰
実

年
ご
四
七
四
)
前
後
、
青
蓮
院
門
跡
の
庁
務
(
雑
と
比
定
し
た
が
、
泰
莞
は
藤
嶋
庄
の
預
所
職
を
も
所

務
と
も
)
に
携
わ
っ
て
い
た
の
は
、
鳥
居
小
路
経
柔
持
し
て
い
た
(
『
天
台
宗
全
書
』
第
一
四
巻
所
収

で
あ
る
。
経
柔
は
、
文
明
四
年
(
一
四
七
二
)
六
月
「
華
頂
要
略
」
巻
第
四
一
〈
門
下
伝
坊
官
第
三
〉
。

三
日
、
庁
務
に
就
任
し
、
明
応
元
年
こ
四
九
二
)
な
お
、
藤
嶋
庄
は
、
応
永
二
八
年
(
一
四
二
二
一

七
月
一
二
日
に
辞
任
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
(
『
天
台
二
月
一
四
日
、
門
跡
領
と
し
て
還
付
さ
れ
て
い
る

宗
全
書
』
第
一
四
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」
巻
第
四
一
(
大
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
第
二

〈
門
下
伝
坊
官
第
一
〉
・
同
第
一
六
巻
所
収
「
華
頂
要

0
・
同
補
遺
第
二

O
)
)
。
泰
実
は
、
応
永
三
五
年
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(
一
四
二
八
)
三
月
二

O
日
か
ら
文
明
一
六
年
(
一

四
八
四
)
一
二
月
二
七
日
ま
で
散
見
さ
れ
る
が
(
大

日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
第
二
一
|
二

一
己
、
年
欠
五
月
九
日
付
書
状
(
「
西
福
寺
文
書
」

二
三
一
)
の
差
出
人
「
泰
完
」
と
同
一
人
物
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
泰

桑
は
木
崎
・
砂
流
両
郷
の
み
な
ら
ず
、
「
白
木
浜
郷
」

と
も
係
わ
り
を
も
っ
た
給
主
と
な
る
。
さ
ら
に
同
書

状
中
の
「
来
月
五
日
公
方
様
御
成
治
定
事
候
間
し
と

い
う
文
言
は
、
足
利
義
政
の
将
軍
職
就
任
を
伝
え
る

も
の
と
な
り
、
書
状
の
差
出
年
次
は
享
徳
二
年
(
一

四
五
三
)
と
認
定
さ
れ
る
。

櫛
河
郷
の
「
下
野
」
に
つ
い
て
は
、
侍
法
師
の
量
元

珍
と
比
定
し
た
。
桑
珍
は
、
年
月
日
未
詳
大
進
法
橋

御
房
宛
書
状
で
「
下
野
上
座
莞
珍
L

、
あ
る
い
は

「
下
の
上
座
莞
珍
」
と
署
名
し
て
い
る
(
『
天
台

宗
全
書
』
第
一
六
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」
巻
第
五
五

下
〈
御
門
領
〉
)
。
「
大
進
法
橋
御
房
L

と
は
、
大

谷
泰
純
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
(
『
天
台
宗
全
書
』
第

一
四
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」
巻
第
四
一
〈
門
下
伝
坊

官
第
三
一
V

)

、
文
明
四
年
(
一
四
七
二
)
五
月
一
五

日
か
ら
永
正
一
万
年
(
一
五

O
四
)
一
二
月
八
日
ま
で

確
認
さ
れ
る
(
大
日
本
仏
教
全
書
「
華
頂
要
略
L

門

寺
下

是
時
名
と
散
回
同

主
伝
第
二
一
一
)
。
お
そ
ら
く
こ
の
泰
純
は
、
文
亀
三
職
を
恩
給
さ
れ
、
そ
れ
を
相
伝
知
行
す
る
給
主
が
い

年
(
一
五

O
三
)
正
月
二
六
日
、
東
菊
庵
由
水
に
田
た
こ
と
は
、
充
分
想
定
さ
れ
得
る
。
西
福
寺
が
「
仁

地
二
反
を
売
却
し
た
「
法
眼
大
和
尚
位
泰
純
」
儀
L

(

「
西
福
寺
文
書
」
一
三

O
)
と
い
う
名
目
で
、

(
「
永
建
寺
文
書
」
一
一
)
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。
「
公
方
様
」
と
と
も
に
一

O
石
以
上
の
米
を
割
り
当

一
方
、
完
珍
(
下
野
)
も
泰
純
と
同
じ
く
文
明
四
年
て
た
「
郷
々
給
主
」
と
は
、
特
に
何
代
に
も
わ
た
っ

(
一
四
七
二
)
五
月
一
五
日
に
侍
法
師
安
忠
と
と
も
て
領
家
職
を
有
し
た
育
連
院
門
跡
の
坊
官
や
侍
法
師

に
見
え
る
。
ま
た
、
長
享
元
年
二
四
八
七
)
閏
一
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

一
月
二
八
日
条
で
は
、
大
甘
野
庄
の
「
粟
田
給
主
そ
の
後
、
櫛
河
郷
の
領
家
職
は
、
富
森
冬
永
が
所

方
」
の
ひ
と
り
に
「
下
野
殿
」
が
-
記
さ
れ
て
お
り
、
持
し
た
。
冬
永
は
、
文
明
一
八
年
(
一
四
八
六
)
九

四
二

O
文
が
給
与
さ
れ
て
い
る
(
大
日
本
仏
教
全
書
月
七
日
、
是
時
・
久
延
両
名
の
「
段
銭
諸
役
以
下
L

「
華
頂
要
略
」
門
主
伝
第
二
一
一
)
。
さ
ら
に
奏
珍
は
、
を
名
代
が
難
渋
し
た
場
合
、
西
福
寺
が
責
任
を
も
っ

守
天
台
宗
全
書
』
第
一
六
巻
所
収
「
華
頂
要
略
」
巻
て
処
理
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
(
同
一
四
二
、

第
五
一
〈
門
下
伝
侍
法
師
交
名
〉
に
「
莞
珍
号
与
利
L

註
(
市
)
参
照
)
。
冬
永
は
、
「
大
乗
院
寺
社
雑
事

と
あ
り
、
先
の
千
代
若
丸
(
法
名
永
派
)
の
子
息
、
記
」
長
享
元
年
(
一
四
八
七
)
閏
一
一
月
二
六
日
条

あ
る
い
は
一
族
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
に
「
朝
倉
修
理
亮
荒

M
E事
到
来
、
昨
夕
、
畏
入
候
、

風
呂
役
注
文
に
お
い
て
、
山
泉
郷
は
「
治
部
卿
法
同
内
者
富
森
中
務
丞
冬
永
返
事
到
来
」
と
見
え
、
敦

眼
」
と
記
さ
れ
、
泰
温
と
比
定
し
た
が
、
泰
温
は
、
賀
郡
司
で
あ
っ
た
朝
倉
景
冬
の
家
臣
と
考
え
ら
れ
る

応
永
三
四
年
(
一
四
二
七
)
二
月
二
二
日
に
山
泉
郷
(
『
戦
国
大
名
家
臣
団
事
典
』
西
国
編
の
「
富
森
冬

を
宛
行
わ
れ
た
「
大
夫
上
座
御
房
」
こ
と
新
家
大
谷
永
」
の
項
)
。

泰
兼
の
子
息
で
あ
る
(
『
天
台
宗
全
書
』
第
一
四
巻
ま
た
、
こ
れ
と
前
後
し
て
、
文
明
一

O
年
(
一
四

所
収
「
華
頂
要
略
し
巻
第
四
一
〈
門
下
伝
坊
官
第
七
八
)
一
二
月
二
一
目
、
か
つ
て
「
御
門
跡
領
」

二
一
・
四
〉
)
。
莞
珍
・
泰
温
の
事
例
の
み
か
ら
速
断
(
寸
西
福
寺
文
書
」
八

0
・
八
一
)
と
言
わ
れ
た
高
野

は
で
き
な
い
が
、
野
坂
庄
内
に
お
け
る
各
郷
の
領
家
保
内
の
西
福
寺
領
回
畠
・
一
切
経
団
な
ど
が
疋
壇
久

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

四
十
三
巻
五
号
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な
支
配
領
有
関
係
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ

の
ま
ま
、
西
福
寺
に
お
い
て
も
桂
拾
に
な
っ
た
と
は

必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
。
む
し
ろ
西
福
寺
は
、
こ

の
よ
う
な
二
重
支
配
を
逆
手
に
と
っ
て
、
寺
家
興
隆

の
挺
子
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改

め
て
追
究
す
る
所
存
で
あ
る
。

(
一
九
九
六
年
九
月
二
八
日
稿
了
)

保
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
て
い
る
(
同
二
二
九
)
。
疋

壇
氏
は
疋
壇
(
敦
賀
市
疋
田
)
を
本
貫
地
と
す
る
在

地
小
領
、
王
と
見
ら
れ
、
戦
国
時
代
は
朝
倉
氏
に
臣
従

し
て
い
た
(
同
二

O
五
・
二

O
六
・
二

O
七
・
二

O

八
・
二
三

0
・
二
三
二
。
冬
永
や
久
保
の
動
向
だ

け
を
も
っ
て
、
短
絡
的
に
、
当
時
、
庄
園
領
主
と
し

て
の
青
蓮
院
門
跡
の
力
が
衰
退
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と

は
評
価
で
き
な
い
が
、
次
第
に
戦
国
大
名
朝
倉
氏
の

勢
力
が
在
地
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で

き

な

い

。

〔

付

記

〕

「

西

福

寺

文

書

L

と
取
り
組
む
よ
う
に
な

以
上
、
管
見
の
史
料
を
羅
列
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
っ
て
か
ら
、
西
福
寺
(
前
住
四
九
世
鵜
飼
隆
玄
・
甫

こ
れ
だ
け
か
ら
で
も
、
本
御
所
田
に
お
け
る
寸
本
所
里
定
園
・
佐
々
木
良
玄
各
師
)
は
勿
論
、
川
田
義

方
」
や
門
前
四
反
田
に
お
け
る
「
領
家
方
」
が
青
蓮
一
・
奥
長
彦
両
氏
を
始
め
と
す
る
地
元
の
方
々
に
は
、

院
門
跡
、
あ
る
い
は
同
門
跡
か
ら
領
家
職
を
恩
給
さ
大
変
、
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
本
稿
の

れ
た
給
主
な
ど
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
前
回
賢
次
氏
・
佐
々
木
良
玄

考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
書
仰
の
「
如
法
な
ん
師
よ
り
貴
重
な
ご
教
一
不
を
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
福

き
L

と
は
、
櫛
河
郷
を
「
私
領
」
と
称
し
な
が
ら
も
、
井
市
の
川
村
律
子
氏
に
は
、
福
井
県
立
図
書
館
ご
在

本
所
方
・
領
家
方
の
支
配
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
、
職
中
、
資
料
の
複
写
な
ど
で
多
大
な
ご
配
慮
を
賜
り

地
頭
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
厄
介
な
状
況
を
吐
露
し
た
ま
し
た
(
現
在
は
、
松
井
一
代
氏
の
手
を
煩
わ
し
て

言
葉
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
同
の
「
地
お
り
ま
す
)
。
そ
し
て
、
常
に
温
か
く
見
守
っ
て
下

頭
と
し
て
と
り
は
な
し
」
と
い
う
文
言
も
、
本
所
さ
っ
て
い
る
方
々
、
皆
様
に
心
か
ら
謝
意
を
表
し
た

方
・
領
家
方
の
存
在
を
意
識
し
た
表
現
と
受
け
取
れ
く
思
い
ま
す
。

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
頭
に
と
っ
て
「
難
儀
」

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




